
どんな⼈が利⽤
できますか？

相談に料⾦は
かかりますか？

お⾦の借り⼊れは
できますか？
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〒286-0292
千葉県富⾥市七栄652-1 富⾥市役所 ⽣活⽀援課
TEL：�0476-93-4193   FAX：0476-93-2215
直通：090-9642-6581
mail：lifesupport-tomisato@asahi-net.email.ne.jp

相談サービス
とみさと家計改善

家計の⽴て直しをアドバイスするサービスです。
具体的には、家計の状況を「⾒える化」し、根本的な課題把握をします。そして、状況に応じた⽀援
計画の作成を⾏います。
（相談⽀援、関係機関へのつなぎ、減免制度の利⽤や貸付制度のあっせん等の⽀援を⾏います）

Ａ�富⾥市にお住まいで、家計
に関するお悩みを抱えている
⽅にご利⽤いただけます。

Ａ�無料でご利⽤いただけ
ます。（窓⼝までの交通費
等は⾃⼰負担となります）

A お悩みを整理し、家計再⽣
のために借り⼊れが有効と判断
された場合、関係機関の貸付へ
引継ぎをいたします。

とみさと家計改善相談サービスとは
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利⽤⽅法 お電話にてご予約ください

受付時間
⽉〜⾦ 8時30分〜17時15分

※⼟⽇・祝祭⽇・年末年始を除く

事業受託法⼈
労働者協同組合ワーカーズコープ・

センター事業団

相談の
流れ

相談受付

お電話等で
ご予約ください

来所相談

家計の⾒直しや
改善策をご提案

します

改善案の提案

専⾨スタッフが
家計のお悩みを
お伺いします

実⾏・サポート 家計改善

改善策の実⾏が
出来るように

サポートをします

相談を継続、
家計改善を⽬指し

ます

相談内容は、富⾥市個⼈情報保護条例をはじめとする関係法令に基づき、適切な管理を⾏い、相談者の問題解決を図るためにのみ使⽤します。また、
⽀援対象者については、⽀援内容の必要性に応じて国、⾃治体等の関係機関へ個⼈情報を提供する場合があることを書⾯により同意を得ることとします。


